
7月 22日
子ども若者課

第 31 期豊島区青少年問題協議会 

令和４年度の運営について 

１．第 31 期豊島区青少年問題協議会と専門委員会の開催時期と各回の審議事項 

  令和４年度の専門委員会では、「豊島区子ども・若者総合計画」令和３年度実施状

況調査を実施し調査結果を取りまとめ検証作業をします。検証は主に専門委員が行

い、報告書を作成します。 

２．審議日程について 

  昨年度予定では、令和４年９月までに報告書を取りまとめ、各所管課にフィード

バックした上で、各所管課により令和５年度の予算に反映することを目標としてお

りました。しかし、予算編成の日程変更により令和５年度の予算に反映することが

難しくなったため、下記日程のように変更させていただきます。 

時期 委員会 審議事項 

令和４年７月 22日 第７回専門委員会 「豊島区子ども・若者総合計画」 

・令和３年度実施状況調査について 

「調査結果の確認」 

令和４年８月 第８回専門委員会 ・報告書の作成について 

「素案の提示」 

令和４年 10 月 第９回専門委員会 ・報告書の作成について 

「修正素案の提示」 

「素案の最終確認」 

令和４年 11 月 第３回定例会 ・報告書の作成について 

「報告書完成」 

・子ども若者総合相談事業などの報告 

 【参考】令和５年度の予定 

令和５年４月以降 報告書を所管課にフィードバック 

令和５年９月 所管課が令和６年度新規・拡充事業を提出する。 


